         令和８年３月
【オンラインでアパート探し！の注意点】

【相　談】
４月から進学のため、オンラインで学生アパートに申し込んだ。入居審査の後、電子メールで契約書面のデータが届いたので署名して返信し、初期費用を入金した。しかし、実際に物件を見てから決定したいと思い直し、仲介業者に伝えると「すでに契約は成立している」と言われた。
【アドバイス】
仲介業者を通して住宅を借りる場合、「重要事項説明を受ける」「前払い賃料などの契約に伴う金銭支払い」「鍵の引き渡し」が賃貸契約の重要ポイントです。
「重要事項説明」は、住宅を借りる際に、消費者が「知っておくべき重要な情報」で、仲介業者は、契約成立前にその内容を記載した書類を交付し、宅地建物取引主任者により対面で説明することが法律で義務づけられています。オンラインではビデオ通話などを用いて行います。今回の事例では、この説明がされておらず、契約は未成立とみなされ、支払い済みの費用も返還されました。
アパートの築年数、間取りや家賃、交通機関の利便性などの情報は、オンラインでも閲覧でき、オンライン内見が可能な物件もあります。しかし、物件内部の細かい部分の寸法や傷、動画では伝わらない騒音や臭いなどは、可能な限り現地に行って確認したいものです。あわせて通勤通学の経路や周辺の環境などもチェックしましょう。
賃貸アパートはいずれ退去します。退去後の修復費用に関する消費者相談は多く、トラブルに遭わないためには、契約前の確認が大切です。退去時の原状回復やクリーニング費用について、国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参考に契約書類の記載内容をよく確認しましょう。また、入居前に室内の傷や汚れを確認し写真やメモで記録に残しておきましょう。

消費者ホットライン　　☎局番なしの１８８（泣き寝入りはいやや！）・・・お近くの消費生活センター等につながります。
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